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１．アンケート調査の実施について

 NACCS、CuPESに代表される通関システム及び通関制度の認知度等について、輸出入者、

事業者等を対象にアンケート調査を株式会社日通総合研究所に委託して行いました。 

アンケートは輸出入者 327 件、通関業者等の事業者 1,658 件を対象としました。回収数は

輸出入者 87件、事業者 928件であり、回収率は輸出入者 26.8％、事業者 57.1％、合計 52.0％

でした。 

 

 

表 アンケート調査票の回収状況 

 発送数 回収数 回収率 

輸出・輸入者 327件 87件 26.8％ 

事業者（※） 1,658件 928件 57.1％ 

合計 1,985件 1,015件 52.0％ 

※通関業者・保税業者・混載業者、船会社、航空会社、船（機）用品業者 

 



【アンケート結果の抜粋】

１．税関手続の IT化

（１）NACC及び CuPESの利用状況等

 ○NACCSの利用状況（事業者）

66
7.4%

307
34.5%

77
8.7%

440
49.4%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

１．ＮＡＣＣＳを利用している

２．ｎｅｔＮＡＣＣＳを利用している

３．ＮＡＣＣＳとｎｅｔＮＡＣＣＳを併用している

４．どちらも利用していない

 ○NACCSに対する満足度（輸出入通関関係業務・事業者）

7
0.9%

29
3.6%

115
14.3%

424
52.5%

232
28.7%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

１．満足

２．やや満足

３．どちらともいえない

４．やや不満

５．不満

 ○NACCSに対する満足度（保税手続関係業務・事業者）

7
1.2%

27
4.7%

173
29.8%

247
42.6%

126
21.7%

0 50 100 150 200 250 300

１．満足

２．やや満足

３．どちらともいえない

４．やや不満

５．不満

 ○CuPESの利用状況（事業者）

766
86.0%

125
14.0%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

１．利用している

２．利用していない
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 ○CuPESに対する満足度（事業者）

1 5

3 6

1 4 6

2 8

2 3
9 .3 %

1 1 .3 %

5 8 .9 %

1 4 .5 %

6 .0 %

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0

１．満足

２．やや満足

３.  どちらともいえない

４.  やや不満

５.不満

（２）NACCSの料金

○基本料金の妥当性（事業者） 

300
36.9%

501
61.7%

11
1.4%

0 100 200 300 400 500 600

１．安い

２．妥当

３．高い

○基本料金の妥当性（輸出入者） 

6
35..3%

11
64.7%

0
0.0%

0 2 4 6 8 10

安い

妥当

高い

12

○従量料金の妥当性（事業者） 

280
35.7%

497
63.4%

7
0.9%

0 100 200 300 400 500 600

１．安い

２．妥当

３．高い
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○従量料金の妥当性（輸出入者） 

5
29.4%

0
0.0%

12
70.6%

0 2 4 6 8 10 12

安い

妥当

高い

14

（３）他省庁システムとの連携

○ワンストップサービスの利用状況（事業者）

294
35.9%

525
64.1%

0 100 200 300 400 500 600

１．利用している

２．利用していない

 ○シングルウィンドウにおける港湾関連手続の利用状況（事業者）

65

421
86.6%

13.4%

0 100 200 300 400 500

１．利用している

２．利用していない

２．通関手続の簡素化・迅速化のための取組

（１）予備審査制度

 ○利用状況（輸入・事業者）

609

212
25.8%

74.2%

0 100 200 300 400 500 600 700

１．利用している 

２．利用していない
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 ○利用状況（輸出・事業者） 

 

338

441
56.6%

43.4%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

１．利用している

２．利用していない

 

 

 

 
 

 ○輸出予備審査制度を利用しない理由（輸出入者）

9
17.0%

31
58.5%

8
15.1%

11
20.8%

2
3.8%

0 5 10 15 20 25 30 35

あらかじめ税関に提出する書類が整わないから

予備申告と本申告の二度手間になるから

急ぐ貨物には別の方法で対処しているから

これまでのやり方で特に不都合がないから

その他

 ○輸出予備審査制度を利用しない理由（事業者）
 

1 0 7

9 7

3 9

2 8 0

7 1
1 6 .0 %

6 2 .9 %

8 .8 %

2 1 .8 %

2 4 .0 %

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0

１．あらか じめ税 関 に提 出 する書 類 が 整 わ ないか ら

２．予 備 申 告 と本 申 告 の 二 度 手 間 になるか ら 

３．急 ぐ貨 物 には 別 の 方 法 で対 処 しているか ら

４．これ までの や り方 で特 に不 都 合 が ないか ら

５．その 他

n = 4 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○リードタイム短縮効果（輸入・事業者）

2 6 1

3 0 0

5 4

0

0
0 .0 %

0 .0 %

8 .8 %

4 8 .8 %

4 2 .4 %

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0

１．かなり短縮される 

２．やや短縮される 

３．ほとんど変わらない  

４．（利用しない場合より）長くなる 

５．（利用しない場合より）かなり長くなる
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 ○リードタイム短縮効果（輸出・事業者）

9 6

1 8 8

5 5

0

0
0 . 0 %

0 . 0 %

1 6 . 2 %

5 5 . 5 %

2 8 . 3 %

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0

１．か な り短 縮 され る  

２．や や 短 縮 され る

３．ほ とん ど 変 わ らな い

４．（利 用 しな い 場 合 よ り）長 くな る

５．（利 用 しな い 場 合 よ り）か な り長 くな る

（２）到着即時輸入許可制度

 ○利用状況（事業者）

109

580

84.2%

15.8%

0 100 200 300 400 500 600 700

１．利用している 

２．利用していない

 ○リードタイム短縮効果（事業者）

57

47

22

0

0
0 .0 %

0 .0 %

17 .5 %

37 .3 %

45 .2 %

0 10 20 30 40 50 60

１．かなり短縮される 

２．やや短縮される 

３．ほとんど変わらない  

４．（利用しない場合より）長くなる 

５．（利用しない場合より）かなり長くなる

（３）簡易申告制度

 ○利用状況（輸出入者）

34
85.0%

6
15.0%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

利用している

利用していない
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 ○改正版簡易申告制度の利用意向（輸出入者）

15
31.9%

28
59.6%

4
8.5%

0 5 10 15 20 25 30

利用する

利用する方向で検討する

利用しない

（４）特定輸出申告制度

 ○認知度（輸出入者）

29
36.7%

50
63.3%

0 10 20 30 40 50

知っている

知らない

60

 ○改正版特定輸出申告制度の利用意向（輸出入者）

22
37.9%

30
51.7%

6
10.3%

0 10 20 30 4

利用する

利用する方向で検討する

利用しない

0

（５）航空少額無税貨物に係る簡易な申告制度

○利用状況（事業者）

62

293

82.5%

17.5%

0 50 100 150 200 250 300 350

１．利用している 

２．利用していない
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 ○入力の簡素化効果（事業者）

2 0

2 6

2 1

6

0
0 .0 %

8 .2 %

2 8 .8 %

3 5 .6 %

2 7 .4 %

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0

１．かなり効果がある 

２．やや効果がある 

３．どちらともいえない  

４．あまり効果がない  

５．まったく効果がない

（６）FAL条約締結に伴う港湾関連手続の共通様式の実現

 ○手続簡素化の認知度（事業者）

61
50.8%

59
49.2%

0 10 20 30 40 50 60 7

１．知っている

２．知らなかった

0

 ○簡素化の程度（事業者）

7
6.9%

53
52.0%

39
38.2%

3
2.9%

0 10 20 30 40 50 6

１．かなり簡素化した 

２．やや簡素化した

３．以前と変わらない 

４．その他

0

○手続所要時間の変化（事業者）

62
63.9%

31
32.0%

4
4.1%

0 10 20 30 40 50 60 7

１．かなり短縮された 

２．やや短縮された 

３．変わらない

0
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（７）大型Ｘ線検査装置

 ○検査時間の変化（事業者）

6
1.0%

18
2.9%

77
12.5%

228
37.0%

287
46.6%

0 50 100 150 200 250 300 350

１．かなり短縮 

２．やや短縮 

３．変わらない 

４．従来検査より長い 

５．従来検査よりかなり長い

 ○検査費用の変化（事業者）

43
7.3%

59
10.0%

105
17.8%

233
39.6%

149
25.3%

0 50 100 150 200 250

１．かなり削減 

２．やや削減 

３．変わらない 

４．やや増加 

５．かなり増加
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２．ヒアリング結果（抜粋） 
（注）前記アンケート調査を補完する目的で、輸出入者等を対象にヒアリングを行ったもの。

 

（電子化率の向上） 

 税関業務の業務・システム最適化計画においては、主要な手続を電子化することにより、

国際物流の効率化・迅速化を図ることとしている。諸外国では電子化を促進するため、「電

子申請」等を原則化・義務化している国もあることから、我が国において、電子手続を原

則化することの可否についてヒアリングしたものである。 

 

【代表的な意見】 

・電子化に参加しない事業者がいると情報のリンクが途切れ、入力負担が既存事業者に

降りかかる。中小事業者に対しては、原則化・義務化後に救済する方法を検討すること

が必要である。

・中小規模の事業者についても、NACCSソフト又は netNACCSで対応可能ではないか

と思われる。

・電子化の原則化は、物流の効率化のために必要である。一企業や輸出入者だけの努力

では、効率化は限られている。

・コンテナヤード、船会社、倉庫業者の NACCSへの加入率が低いため、データが 100％

とならない。全てデータ化できるよう原則化・義務化すべきである。

・完全に電子化及び義務化を進めた方がよい。但し、その為に既に電子化、システム化

に取り組んでいる先進企業にコスト負担が生じるような制度改正やシステム改変など

は避けて欲しい。
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３．税関手続の IT化及びこれに関連する取組の沿革

昭和５３年 ８月  航空貨物通関情報処理システム(Air-NACCS)稼働開始（航空貨物輸入

システム）（成田・原木地区）

  ５５年１１月  Air-NACCSの対象地域の拡大（伊丹地区）

  ６０年 １月  更改 Air-NACCS稼働開始（輸出入統合システム）

平成 ３年 ４月  予備審査制度（輸入貨物）導入

１０月  海上貨物通関情報処理システム(Sea-NACCS)稼働開始（東京港、横浜

港、川崎港）

   ４年１０月  Sea-NACCSの対象地域拡大（神戸港、大阪港、名古屋港）

   ５年 ２月  更改 Air-NACCS稼働開始

   ８年 ４月  到着即時輸入許可制度（航空貨物）導入

   ９年 ２月  FAINS（輸入食品監視支援システム）とのワンストップサービス開始

      ４月  PQ-NETWORK（輸入植物検査手続電算処理システム）、ANIPAS（動

物検疫検査手続電算処理システム）とのワンストップサービス開始

  １１年１０月  更改 Sea-NACCS稼働開始

  １３年 ２月  大型 X線検査装置の配備

      ３月  簡易申告制度導入

      ４月  予備審査制度（航空輸出）導入

     １０月  更改 Air-NACCS稼働開始

  １４年１１月  JETRAS（貿易管理オープンネットワークシステム）との接続開始

  １５年 ３月  netNACCS（NACCSのインターネットによる利用）利用開始

          CuPES利用開始

      ７月  輸出入及び港湾関連手続のシングルウインドウサービスの開始

      ９月  到着即時輸入許可制度（海上貨物）導入

  １６年 ２月  予備審査制度（海上輸出）導入

      ３月  マルチペイメントネットワーク（ＭＰＮ）対応の運用開始

     １２月  航空少額無税貨物に係る簡易な申告制度導入

  １７年１１月  FAL条約（1965年の国際海上交通の簡易化に関する条約）発効

  １８年 ３月  特定輸出申告制度導入、次期システムの基本仕様確定、

車載式後方散乱線 X線検査装置の配備

  １９年 ３月  次期システムの詳細仕様確定

      ４月  簡易申告制度及び特定輸出申告制度の改善

     １０月  保税に係る特定許可者制度の導入（予定）

  ２０年１０月  Sea-NACCS の更改及び府省共通ポータル（次世代シングルウィンド

ウ）の稼働（予定）



- 52 -

４．NACCSの更改

 国際物流の一層の効率化、円滑化を図るため、平成 20 年 10 月を目途に Sea-NACCS を、

平成 21年度には Air-NACCSの更改を予定。

【Sea-NACCS、Air-NACCS共通】

 ■ サービスレベルの維持、向上

   システムの安定稼動、危機管理対策（バックアップセンターの設置）、稼働時間の延長

（可能な限り停止時間を短縮）等

 ■ 機能改善

   業務の見直し（類似業務の統合、利用実績の少ない業務の廃止）、輸出入申告項目の簡

素化

 ■ コスト削減

   Air-NACCS と Sea-NACCS 間のハード、ソフトの可能な限りの共有化、システムの

オープン化、業務の統廃合等

 ■ 貿易関係書類の標準化、電子化

仕入書、包装明細書等の電子化

【Sea-NACCS】

 ■ 国際物流の情報化の推進

   輸出入手続等に係る一連の物流情報を管理、参加者の拡大（荷主、海運貨物取扱業等）

を図る。

【Air-NACCS】

 ■ 貨物管理の選択利用

   自社システムで貨物管理を行う業務については、税関手続業務のみの利用を可能とす

る。
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５．入港から申告までに長時間を要した主な理由（第８回「輸入手続の所要時間調査」）

○ 海上貨物

手続のタイミング 長時間を要した主な理由

入港から搬入 ① 週末、祭日等で作業が進まなかった。

② 船卸量が多く、船卸に時間を要した。

③ コンテナ・フレイト・ステーションの都合による。

④ コンテナヤードからの引取りに時間を要した。

⑤ 仕分作業に時間を要した。

搬入から申告 ① 休日が間に入った。

② 荷主から必要書類の到着が遅れた。

③ 通関を急ぐ必要がなかった。

④ 他法令の許可・承認等の取得に時間を要した。

⑤ 荷主からの指示がなかった。

○ 航空貨物

手続のタイミング 長時間を要した主な理由

入港から搬入 ① 搬入チェック及び数量確認に時間を要した。

② 保税蔵置場を空港外に変更したため。

③ 仕分作業に時間を要した。

④ 追送のため。

⑤ 入港が深夜早朝時間帯のため。

搬入から申告 ① マッチングに時間を要した。

② 休日が間に入った。

③ 荷主からの指示がなかった。

④ 事務の繁忙により申告が遅れた。

⑤ 通関を急ぐ必要がなかった。

（注）表の項目は、第８回調査における長時間を要した理由のうち上位５位のものを示す。
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　 輸 入 （ 納 税 ） 申 告

区
分
１

区
分
２

区
分
３



【
輸
出
通
関
手
続
の
流
れ
】

航
空
会
社
）

（船
会
社
）

（貨
物
の
流
れ
）

搬
入

搬
出

税
関
の
行
為

法
令
名

[所
管
省
庁

]
・外
為
法
（輸
出
令
）

[経
済
産
業
省

]
輸
出
者
の
行
為

・文
化
財
保
護
法

[文
化
庁

]
・大
麻
取
締
法

[厚
生
労
働
省

]
・覚
せ
い
剤
取
締
法

[厚
生
労
働
省

]
そ
の
他
の
者
の
行
為

・植
物
防
疫
法

[農
林
水
産
省

]

・家
畜
伝
染
病
予
防
法
　

 [農
林
水
産
省

]
（注
）
区
分
１
：簡
易
審
査
扱
い

区
分
２
：書
類
審
査
扱
い

・麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法

区
分
３
：検
査
扱
い

[厚
生
労
働
省

]

（注
）　
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ

 ：
 N

ip
po

n 
Au

to
m

at
ed

 C
ar

go
 C

le
ar

an
ce

 S
ys

te
m
（通
関
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
）

（保
税
地
域
）

　 船 積 ・ 搭 載 手 続

審
査
・検
査

NA
CC

Sに
よ
る
処
理

　 他 法 令 手 続 の 終 了

　 輸 出 申 告

区
分
１

区
分
２

○
　
通
常
の
輸
出
通
関
の
流
れ

第
70
条

第
１
項

　 搬 出 手 続

現
物
検
査

　 輸 出 許 可

　 搬 入 手 続
書
類
審
査

区
分
３

書
類
審
査

他
　
法
　
令
　
手
　
続
　
の
　
終
　
了

関
税
法

関
税
法

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
シ
ス
テ
ム

他
省
庁
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
他
法
令
手
続
の
終
了

NA
C

C
S端
末

に
よ
る
申
請

第
２
項

第
70
条



【
予
備
審
査
制
度
（
輸
入
）】



【
予
備
審
査
制
度
（
輸
出
）】



【
到
着
即
時
輸
入
許
可
制
度
】



【
簡
易
申
告
制
度
の
改
善
】



【
特
定
輸
出
申
告
制
度
の
改
善
】



【
Ｆ
Ａ
Ｌ
条
約
】



【
大
型
Ｘ
線
検
査
装
置
】

導
入
前

導
入
後

 


